
展示「水と生きる滋賀の人びと」 

平成 25 年 11 月 22 日（金）～平成 26 年 1 月 24 日（金） 

 

滋賀県は「湖国」と呼ばれるように、水とゆかりの深い土地であり、地域社会に大き

な恵みをもたらしてきました。しかしその一方では、しばしば大きな水害に苦しめられ、

恒久的に起こる水不足により、激しい水争いが起こることもありました。 

今回の展示では、滋賀の人びとが水にどのように向き合ってきたのか、歴史的に振

り返ってみたいと思います。 

 

 

【 】は滋賀県歴史的文書の文書番号 

 

「明治 28 年水害荒地図」（伊香郡杉野村） 明治 28 年（18９5 年）    【明は 7（45）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「明治 28 年 7～8 月水害景況」          明治 28 年（18９5 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

「谷澤龍蔵ほか 99 名発起の義捐金募集趣意書」 

明治 28 年（1895 年）8 月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治 28 年 7 月末に起こ

った水害は、湖北地域に壊

滅的な被害を与えた。 

養蚕が盛んな東浅井郡

虎姫村・小谷村では、桑不

足や湿気のために生育しな

かった多くの蚕児が放棄さ

れ、その死骸が糞尿や泥と

混ざって発酵し、悪臭を発

したという。井戸水が使えな

いため、飲料水が不足し、

「消毒的大清潔法」を求め

る報告がなされている。 

【明は 3（2）合本 2】 

明治 28 年水害の際、谷澤

龍蔵代議士ほか 99 名の連名

で出された水害義捐金募集

の趣意書。 

『大阪朝日新聞』や『日出

新聞』に広告が掲載され、県

内外から総額 5,758 円 55 銭 9

厘が集まった 。この義捐金

は、8 月 13 日に開かれた大津

町会の決議を受けて募集され

たもので、親族による扶助と県

から支給される備荒儲蓄金を

補うものとして考えられてい

た。       【明そ 5（3）】 

 

 



「井伊直憲による救恤金」         明治 37 年（1904 年） 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「伊香相救社定款」                明治 34 年（1901 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「瀬田川治水工事直轄の儀上申」        

旧彦根藩主・井伊

直憲は、明治 28 年水

害の際に 500 円の寄

付を行っている。井伊

家では、明治以降も旧

領民との関係が継続し

ており、旧領民のため

恒常的に救恤金を積

み立てていた。 

今回の多額の「義捐

金」も単なる個人の善

意に基づくものではな

く 、 江 戸 時 代 以 来 の

「仁政」の延長上に位

置づけられるものであ

る。 

【明ふ 54（1）合本 3】 

明治 28 年水害の際、伊香・西浅井

郡では、地域結社「伊香相救社」が 813

円 25 銭を支給している。この結社は、

明治 14 年（1881）、郡長・小山政徳の

呼びかけにより設立されたもので、同郡

域の約 9 割（6,630 世帯）が加入してい

た。 

郡民から入社時に 25 銭～30 円の金

銭を集め、水害・火災時に被災状況に

応じた救助金を支給していた。本定款

は 明 治 34 年 の 法 人 化 の 際 、                       

制定されたものである。 

【明お 59（1）】 

 
 

 



「瀬田川治水工事直轄の儀上申」  明治 24 年（1891 年）9 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「瀬田川改修工事大要」         （明治末～大正期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

明治33年（1900）に始

まった瀬田川改修工事

は 、 川 底 の 浚 渫 と と も

に 、 水 量 を 調 節 す る

洗堰
あらいぜき

の建設が同時に進

められた。 

通常時には洗堰を開

放し、琵琶湖の水位を 3

尺下げて湖岸の水害を

防ぎ、豪雨により下流に

洪水のおそれがある場

合は、堰を閉じて流出量

を制限することができる

ようになった。 

洗堰の建設により、滋

賀県と京阪二府の相反

していた要望がともに実

現したのである。 

【明ふ 183（1）合本 4】 

 

琵 琶 湖 周 辺 の 村 々 は 、

度々水害に苦しめられてきた

ため、琵琶湖から唯一流れ出

る瀬田川の浚渫は県民の悲

願であった。しかし瀬田川の

水量の増加は、下流の淀川

周辺に水害の被害をもたらす

恐れがあるため、京阪二府か

ら強い反対があった。この上

申書は、大越亨知事が内務

大臣に、関係人民の利害を

「平分」するため、瀬田川改修

工事を政府直轄事業とするよ

う訴えたもの。 【明と 54（25）】 



「瀬田川洗堰及大日山切取平面図」               「瀬田川洗堰」 

（『琵琶湖治水沿革誌』所収）          （『琵琶湖治水沿革誌』所収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（明治後期～大正期）                         （大正期） 

 

「水論具上書」             明治 10 年（1877 年）8 月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬上郡久徳郷（久徳村ほか 6 ヶ村）と高宮郷（高宮村ほか 4 ヶ村）は、古くより激しい

水争いが行われていたことで知られている。両郷は芹川に設けられた赤田井堰を通じ

て同じ川の水を利用するため、日照りが続くと分水量をめぐって争いが絶えなかった。 

水争いは明治維新後も続き、明治 10 年（1877）の夏は、双方数百人が参加する大

規模な争論が行われた。【明ふ 182（3）】 

 

 



「井堰に関する御願書」       明治 12 年（1879 年）12 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「赤田井堰見取図」 明治 14 年（1881 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治 10 年の水争いは、これまで

栗石（15 ㎝程度の丸石）と木柴（た

きぎ）で水量調節をしていた赤田井

堰を、久徳村が「勝手に」土砂で埋

め立てたことがきっかけであった。

高宮郷の者たちは昔からの慣例に

違反する行為だと、実力で井堰を

切り落とそうとしたのである。 

高宮側によれば、このような違反

を見つけた際は、切り落としを行うと

いうのが、従来からの慣例になって                                

いたという。【明ぬ 127（10）】 

 

【明ぬ 127（16）】 

 

 



「赤田井水の儀に付御答申」    明治 13 年（1880 年）3 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「餅ノ井切落慣行調べ」            （昭和戦前期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方久徳村は、赤田井堰

は本来久徳村のものである

と主張する。これまで高宮郷

に水を分けてきたのは「恩

恵」にすぎないが、高宮郷

から請願があれば、流水量

の 3 分の 1 は分水してきたと

いう（天正年間の羽柴秀吉

の書状が根拠）。 

今回のように、「御維新」

を機に水利を増やして「未

曾有ノ浮利」を得ようとする

高宮側の要求は、不当であ

ると訴えている。 

【明ぬ 127（12）】 
 

湖北地域では「餅ノ井

落とし」と呼ばれる水利慣

行がよく知られている。こ

の慣行は、旱魃時に餅ノ

井の下流に井堰を持つ人

びとが、一時的に上流の

餅ノ井堰を切って下流に

水を流すというものであ

る。白装束に紋付羽織、

陣笠をかぶった水利役員

の先導のもと、数百～数

千人の人びとが参加した

といわれている。 

【昭ぬ 87（1-21）】 

 

 
 



「字高時川四ヶ井堰村々絵図」   

                              明治 8 年（1875 年） 

【明 118（7）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水論報告書」                     明治 9 年（1876）8 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五等警部・平岩七政

平による餅ノ井落としの

報告書。労力や費用も

多く、多数の負傷者も出

るこの慣習を非難してい

る。現在の「聖政文化ノ

盛世」においては、「人

知開進」を表すために

「陋習
ろ う し ゅ う

旧慣」を止め、公

論に基づき無駄を省く

必要性が説かれている。 

【明ぬ 118（26）】 

 

 



「餅の井水論に関する件」      昭和 8 年（1933 年）7 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昭和 8 年 7 月 1 日午後 1 時、下流の村々（大井側上六組）300 名が井堰の土俵を

破壊したところ、見張りをしていた虎姫村大字中野の農民 150 名が、「旧慣ヲ破ルモノ」

と主張。中野側は「陳謝スル迄ハ水ヲ遣ラン」と、大規模な争論へと発展する。餅ノ井

落としは、水争いを避けるための慣習であったが、実際にはその作法をめぐって紛争

は絶えなかった。                               【大け 9（3-5）】 

 


